
 

 

工事の中止について 
 

 

 

 

 

報道機関各位 
 

令和 8 年 2 月 4 日仮契約を締結し、3 月 16 日に議会の議決をもって本契約とした下記工事につ

いて、設計違算が判明したため、須賀川市工事請負契約約款第 20 条第 2 項に基づき工事を中止

しました。 

記 
工事名等 
 ・公 告 号 公告第 72 号（令和７年 12 月 26 日公告） 
 ・工事番号 都第 1 号 
 ・工 事 名 須賀川駅西地区地下調整池整備工事（その２） 
 ・開 札 日 令和 8 年 1 月 28 日 
 ・入札方式 制限付一般競争入札 
 ・仮契約日 令和 8 年 2 月 4 日 
 ・本契約日 令和 8 年 3 月 16 日 
 ・契約金額 332,090,000 円 
 ・契約の相手方 松本建設工業㈱ 
 

中止の理由 

 契約締結後に設計違算が判明したため。 

 

契約相手方への対応 

 本件に関して説明と謝罪を行い、工事を中止しました。 
 

須賀川市報道発表資料 

令和８年３月２７日 

＜問い合わせ先＞ 

担当：都市計画課都市整備係 永山、幸田 

直通電話：０２４８－８８－９１５５ 

Ｅメール：toshikei@city.sukagawa.lg.jp 
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